


な行為を行う又は競技運営及び競技者を妨げる行動をしてはなら
す、観客エリアでは観戦の妨げとならないように配慮しなければ
ならない。

(4)上記各項及び各イベント主催者のルールを遵守していない取材者
に対し、主催者又はMFJが、メディアカー ド及びメディアビブ
スの返却や、取材活動の停止を要請する場合があり、取材者は必
すそれに従わなければならない。

第19条 取材活動を目的としない者（以下「非取材者」という。）の同伴
は認めない。
(1)非取材者は、一般の観客と同等の扱いを受けることを了承してい

なければならない。
(2)取材活動中は非取材者と行動を共にすることを禁止する。

1 第6章 特別会員
第20条 MFJの指定する媒体(2輪専門誌、紙）の編集代表者が推薦する

綱集者、カメラマンなど、各誌（紙）、3名までを特別会員として
登録できる。
(l)特別会員の資格は当該年度のメディアAカー ド取得者に限る。
(2)特別会員は、MFJメディアカー ドを取得すれば、他の施設が主

催するメディア共済会費の免除を受けることができる。
ただし、各施設のメディア登録は必要とする。

1 第7章 MFJメディア傷害保険
第21条 MFJ メディア傷害保険費については以下のとおりとする。

(l)年間メディア（当該年度72月37日まで有効）
Aカー ド 70,000円 Bカー ド 70,000円

(2)暫定メディア(lイベントのみ有効） 5,000円
第22条 MFJメディア傷害保険の適用範囲及び内容については下記のと

おりとする。
(l)適用範囲

MFJ公認、承認で行われるモ ー タ ー サイクルスポー ツ、その
他催事の期間中で該当する施設内での取材活動中の急激かつ偶然
な外来の傷害事故に限定する。

次の事由に起因して生じた傷害については、保険金は支払わな
いこととする。
a. 取材者の故意、重大な週失、自殺行為、犯罪行為
b. 地震等自然災害、戦争、放射能汚染、疾病感染 等
C. 本取材規定に違反した取材活動中の事故

(2)保険内容
別途規定に従う。

(3)傷害保険金の請求手続
a. 万ー事故のあった場合は、すみやかに取材中の現地に所在す

る主催者及び MFJ に連絡することとする（事故通知がなさ
れない場合は、保険金が支払われない場合がある）。

b. 保険金の支払対象となる事故によって負傷した場合、所定の
用紙を MFJ に請求しなければならない。

その他の事項は保険約款に準するものとする。
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